
介護保険事業者向け 
介護保険制度改正等説明会 

平成30年３月27日 
 午後１時３０分 ～ ３時（予定） 
 
茨木市役所 南館10階 大会議室 
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本日の内容 

・「茨木市障害のある人もない人も 

       共に生きるまちづくり条例」 

・平成30年４月からの茨木市総合事業 

・平成30年度の介護保険制度改正 

・平成30年度介護報酬改定に係る届出の注意点  
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茨木市障害のある人もない人も
共に生きるまちづくり条例 

障害福祉課 



4 

平成30年４月からの 
茨木市総合事業 

高齢者支援課 



状態区分 １か月の支給限度額 

事業対象者  5,003単位（※） 

要支援１  5,003単位 

要支援２ 10,473単位 
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状態区分別支給限度額について 

※ 退院直後等で利用者の状態によっては、上限を一時的に10,473単位に変更することが可能ですが、 
  その場合は理由書を提出したうえで、茨木市の許可が必要です。 

H29.6.28 厚生労働省老健局「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」の 
一部改正について118ページ、H26.9.30版「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」 
についてのＱ＆Ａ 53ページ参照 



①従前（介護予防）相当の 
  訪問型・通所型サービスについて 

今までの「月額包括単価」を基本としますが、 

予定回数より利用実績が少なかった場合の対応として、
回数払い（１回あたりの単価×利用実績）を 

新たに追加します。 
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実績に応じた回数払いの追加に伴い・・・ 
【サービス事業者の方へ】 
・基本的には月額包括単価を使用しますが、計画上の利用予定回数よりも
利用実績が少なかった場合に１回あたりの単価×利用実績となり、利用料
の変更が生じるため、利用者への説明・同意が必要となります。 

  例）契約書や重要事項説明書等に「計画上の利用予定回数よりも利用実績が 

    少なかった場合は１回あたりの単価に利用実績を乗じた利用料に変更と 

    なります。」などの文章を追加する 等 

・月によって利用者の実績が変わることがありますので、請求時に修正が
必要となります。 

【居宅支援事業所・地域包括支援センターの方へ】 
・今までと同様に計画（プラン）を立てるため、計画書の記入方法は変わ
りませんが、実績に応じて給付管理票の修正が必要となります。 
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②従前相当の通所型サービスについて 

要支援２の週１回程度利用の 

サービスコードを追加します。 
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★ 要支援２（週１回程度）の追加サービスコード 
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サービスコード サービス内容略称 単位数 

Ａ６ 通所型独自サービス／22 1,647単位 

Ａ６ 通所型独自サービス／22日割 54単位 

Ａ６ 通所型独自サービス／22回数 378単位 

Ａ６ 通所型独自サービス／22同一建物減算 -376単位 

Ａ６ 通所型独自 サービス提供体制加算Ⅰ／212 72単位 

Ａ６ 通所型独自 サービス提供体制加算Ⅰ／222 48単位 

Ａ６ 通所型独自 サービス提供体制加算Ⅱ／22 24単位 

※ 新しいサービスコード（ＣＳＶ）については、４月上旬頃に 

  茨木市ホームページに掲載いたします。 



10 

具体的な請求方法について 
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計画上の 
利用予定回数 

サービス内容略称 算定単位 

週に１回程度 
訪問型独自サービスⅠ ひと月の実績が４回以上 → 1,168単位／月 

訪問型独自サービスⅣ ひと月の実績が１～３回 → 266単位／回 

週に２回程度 
訪問型独自サービスⅡ ひと月の実績が８回以上 → 2,335単位／月 

訪問型独自サービスⅤ ひと月の実績が１～７回 → 270単位／回 

週に２回を 
超える程度 

訪問型独自サービスⅢ ひと月の実績が12回以上 → 3,704単位／月 

訪問型独自サービスⅥ ひと月の実績が１～11回 → 285単位／回 

【従前相当の訪問型サービスについて】 
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★ 従前相当の訪問型サービス請求時の注意事項 ★ 
 

例１：要支援１で 計画上の利用予定回数が週に１回程度で、５回／月の利用実績があった場合 

   月額包括単価の1,168単位で請求すべきところを１回あたりの単位で請求すると、 

   266単位 × ５回 ＝ 1,330単位 となり、国が定める上限である 1,168単位 を超える 

   ためエラーになります 

 

例２：要支援１で計画上の利用予定回数が週に１回程度で、 ４回／月の利用実績があった場合 

   月額包括単価の1,168単位で請求すべきところを１回あたりの単位で請求すると、 

   266単位 × ４回 ＝ 1,064単位 となり、104単位少ないですが1,168単位を超えない 

   ためエラーになりません 

 

例３：要支援１で 計画上の利用予定回数が週に１回程度で、３回／月の利用実績があった場合 

   計画に基づいた区分で請求するため、 

   訪問型独自サービスⅣの１回につき 266単位 × ３回 ＝ 798単位 で請求してください 
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例４：要支援２で計画上の利用予定回数が週に２回程度で、 ９回／月の利用実績があった場合 

   月額包括単価の2,335単位で請求すべきところを１回あたりの単位で請求すると、 

   270単位 × ９回 ＝ 2,430単位 となり、国が定める上限である 2,335単位 を超える 

   ためエラーになります 

 

例５：要支援２で計画上の利用予定回数が週に２回程度で、 ８回／月の利用実績があった場合 

   月額包括単価の2,335単位で請求すべきところを１回あたりの単位で請求すると、 

   270単位 × ８回 ＝ 2,160単位 となり、175単位少ないですが2,335単位を超えない 

   ためエラーになりません 

 

例６：要支援２で計画上の利用予定回数が週に２回程度で、 ４回／月の利用実績があった場合 

   計画に基づいた区分で請求するため、 

   訪問型独自サービスⅤの１回につき 270単位 × ４回 ＝ 1,080単位 で請求してください 
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例７：要支援２で計画上の利用予定回数が週に２回を超える程度で、 13回／月の利用実績が 

   あった場合、月額包括単価の3,704単位で請求すべきところを１回あたりの単位で請求 

   すると、285単位 × 13回 ＝ 3,705単位 となり、国が定める上限である 3,704単位を 

   超えるためエラーになります 

 

例８：要支援２で計画上の利用予定回数が週に２回を超える程度で、 12回／月の利用実績が 

   あった場合、月額包括単価の3,704単位で請求すべきところを１回あたりの単位で請求 

   すると、285単位 × 12回 ＝ 3,420単位 となり、284単位少ないですが3,704単位を 

   超えないためエラーになりません 

 

例９：要支援２で計画上の利用予定回数が週に２回を超える程度で、 ８回／月の利用実績が 

   あった場合は計画に基づいた区分で請求するため、 

   訪問型独自サービスⅥの１回につき 285単位 × ８回 ＝ 2,280単位 で請求してください 
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計画上の 
利用予定回数 

サービス内容略称 算定単位 

事業対象者・ 
要支援１で 
週１回利用 

通所型独自サービス１  ひと月の実績が４回以上 → 1,647単位／月 

通所型独自サービス１回数  ひと月の実績が１～３回 → 378単位／回 

要支援２で 
週１回利用 

通所型独自サービス／22  ひと月の実績が４回以上 → 1,647単位／月 

通所型独自サービス／22回数  ひと月の実績が１～３回 → 378単位／回 

要支援２で 
週２回利用 

通所型独自サービス２  ひと月の実績が８回以上 → 3,377単位／月 

通所型独自サービス２回数  ひと月の実績が１～７回 → 389単位／回 

【従前相当の通所型サービスについて】 
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★ 従前相当の通所型サービス請求時の注意事項 ★ 
 

例１：要支援１で 計画上の利用予定回数が週に１回程度で、５回／月の利用実績があった場合 

   月額包括単価の1,647単位で請求すべきところを１回あたりの単位で請求すると、 

   378単位 × ５回 ＝ 1,890単位 となり、国が定める上限である 1,647単位 を超える 

   ためエラーになります 

 

例２：要支援１で計画上の利用予定回数が週に１回程度で、 ４回／月の利用実績があった場合 

   月額包括単価の1,647単位で請求すべきところを１回あたりの単位で請求すると、 

   378単位 × ４回 ＝ 1,512単位 となり、135単位少ないですが1,647単位を超えない 

   ためエラーになりません 

 

例３：要支援１で 計画上の利用予定回数が週に１回程度で、３回／月の利用実績があった場合 

   計画に基づいた区分で請求するため、 

   通所型独自サービス１回数 378単位 × ３回 ＝ 1,134単位 で請求してください 
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例４：要支援２で 計画上の利用予定回数が週に１回程度で、５回／月の利用実績があった場合 

   月額包括単価の1,647単位で請求すべきところを１回あたりの単位で請求すると、 

   378単位 × ５回 ＝ 1,890単位 となり、国が定める上限である 1,647単位 を超える 

   ためエラーになります 

 

例５：要支援２で計画上の利用予定回数が週に１回程度で、 ４回／月の利用実績があった場合 

   月額包括単価の1,647単位で請求すべきところを１回あたりの単位で請求すると、 

   378単位 × ４回 ＝ 1,512単位 となり、135単位少ないですが1,647単位を超えない 

   ためエラーになりません 

 

例６：要支援２で 計画上の利用予定回数が週に１回程度で、３回／月の利用実績があった場合 

   計画に基づいた区分で請求するため、 

   通所型独自サービス／22回数 378単位 × ３回 ＝ 1,134単位 で請求してください 
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例７：要支援２で計画上の利用予定回数が週に２回程度で、 ９回／月の利用実績があった場合 

   月額包括単価の3,377単位で請求すべきところを１回あたりの単位で請求すると、 

   389単位 × ９回 ＝ 3,501単位 となり、国が定める上限である 3,377単位 を超える 

   ためエラーになります 

 

例８：要支援２で計画上の利用予定回数が週に２回程度で、 ８回／月の利用実績があった場合 

   月額包括単価の3,377単位で請求すべきところを１回あたりの単位で請求すると、 

   389単位 × ８回 ＝ 3,112単位 となり、265単位少ないですが3,377単位を超えない 

   ためエラーになりません 

 

例９：要支援２で計画上の利用予定回数が週に２回程度で、 ４回／月の利用実績があった場合 

   計画に基づいた区分で請求するため、 

   通所型独自サービス２回数 389単位 × ４回 ＝ 1,556単位 で請求してください 



★請求時の地域区分について★ 

総合事業では各々の市町村事業となりますので、 

利用者の住基がある市町村の地域区分で請求して 

ください。 

 

例）茨木市民が高槻市にある茨木市独自指定事業所で 

  サービスを利用された場合は、地域区分は 

  茨木市の５級地で請求 
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介護予防ケアマネジメントＣ の実施について   



介護予防ケアマネジメントＣの実施 

対 象 ： 通所型サービスＢ（コミデイ）のみを利用する 

      平成30年４月以降の新規利用者 
     ※ コミデイと福祉用具利用の場合は介護予防支援となります。 
 

プラン料：４,６０１円／件（初回のみの支払） 
     ※ 茨木市へ直接請求 
 

実 施 ： 地域包括支援センター 

（居宅介護支援事業所への委託は不可） 
 
 ★ 平成30年３月31日までにコミデイを利用され、４月以降も 

   継続する場合は、介護予防ケアマネジメントＡのままで 

   居宅への委託も可能です。 
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平成30年度の 
介護保険制度改正について 

介護保険課 



23 [平成30年４月改正 ①要介護認定期間の延長] 

茨木市では 
要介護１～５の方で
前回の判定と同じ方
のみ３６か月の延長
を可能とします。 



24 [平成30年４月改正 ②共生型サービス] 



25 [平成30年４月改正 ③介護医療院] 



26 [平成30年４月改正 ④介護保険料] 

平成30年度（2018年度）～32年度（2020年度） 保険料率 保険料額 保険料年額 
第１段階 
生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者、世帯全員が市民
税非課税で課税年金収入額と合計所得金額を合わせて80万円以下 

0.45 2,385円 28,620円 

第２段階 
世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額を合わせて120万円以下 0.70 3,710円 44,520円 

第３段階 
世帯全員が市民税非課税で、上記以外 0.75 3,975円 47,700円 

第４段階 
本人が市民税非課税（世帯内に課税者がいる場合）で、課税年金収入額と合計所得
金額を合わせて80万円以下 

0.90 4,770円 57,240円 

第５段階 
本人が市民税非課税（世帯内に課税者がいる場合）で、上記以外 1.00 5,300円 63,600円 

第６段階 
市民税課税で合計所得金額が年額120万円未満 1.15 6,095円 73,140円 

第７段階 
市民税課税で合計所得金額が年額120万円以上190万円未満 1.25 6,625円 79,500円 

第８段階 
市民税課税で合計所得金額が年額190万円以上200万円未満 1.35 7,155円   85,860円 

第９段階 
市民税課税で合計所得金額が年額200万円以上290万円未満 1.50 7,950円 95,400円 

第10段階 
市民税課税で合計所得金額が年額290万円以上300万円未満 1.60 8,480円 101,760円 

第11段階 
市民税課税で合計所得金額が年額300万円以上400万円未満 1.65 8,745円 104,940円 

第12段階 
市民税課税で合計所得金額が年額400万円以上600万円未満 1.80 9,540円 114,480円 

第13段階 
市民税課税で合計所得金額が年額600万円以上1,000万円未満 1.90 10,070円 120,840円 

第14段階 
市民税課税で合計所得金額が年額1,000万円以上 2.10 11,130円 133,560円 

介護保険料（平成３０年～３２年） 

基準額 
５，３００円 



27 [平成30年８月改正 ①３割負担の導入] 



28 [平成30年８月改正 ②高額介護サービス費の見直し] 



29 
[平成30年８月改正 ③高額医療合算介護サービス費の見直し] 



30 [平成30年10月改正 ①福祉用具貸与の見直し] 



31 [平成30年10月改正 ②頻回利用者への対応] 



茨木市申請書等の書式変更 

・介護保険 要介護認定・要支援認定 申請書 

・介護保険 被保険者証等再交付申請書 

・要介護認定等の資料提供に係る申出書 

 （本人同意書） 

・委任状 

   

32 [茨木市事務変更 ①書式変更] 



茨木市申請書等の書式変更 

33 [茨木市事務変更 ②要介護認定申請書の注意点] 

＜ケアマネ、包括による代行申請＞ 

介護保険被保険者証がない 

 

 

「委任状」を必ず添付 



34 [茨木市事務変更 ③グループホーム助成制度] 

認知症高齢者グループホーム利用者負担軽減制度 
  

 負担限度額が第３段階以下（世帯全員が市民税非課税）の利用者（生保受給者を除く）の
家賃を減額したグループホームの事業者に対して、その減額分を支給する。  

【減額される金額（月額）】

上限

第１段階
住民税非課税世帯で老齢福祉年金受
給者

24,600円（820円×30日） 28,000円 10
（生保除く）

第２段階
住民税非課税世帯で、本人の合計
所得金額と公的年金等収入額の
合計額が80万円以下の人

24,600円（820円×30日） 28,000円 8

第３段階
住民税非課税世帯で、第２段階に
該当しない人

39,300円（1,310円×30日） 13,000円 61

利用者
負担段階

対象となる人

市内事業所の家賃
平均53,000円から
負担限度額を引いた

額

　　　　家賃補助 対象者数負担限度額（居住費）



茨木市役所事務室の変更について 
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業務内容 担当課 窓口 

介護保険・総合事業に関する
こと 

長寿介護課 本館２階１４番 

地域包括支援センター・ 
虐待・生活困窮など 

相談支援課 南館２階１６番 

介護サービス事業所の指定・
指導・監査に関すること 

福祉指導監査課 南館６階 

[その他 ①事務室の変更] 
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平成30年度介護報酬改定に
係る届出の注意点について 

福祉指導監査課 
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４月から新しく加算を算定する場合は、 

４月１日まで（当日消印有効） 

 平成30年４月１日から 
 
１. 新設される加算を算定する場合 
２. 要件等が変更された加算を算定する（している）場合 
３. 新設、要件等の変更のない既存の加算を算定（変更）する場合 
 
 に該当する場合は、郵送にて届出を行ってください。 
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４月から新しく加算を算定する場合は、 

４月１日まで（当日消印有効） 

既に加算を算定していても、 
要件等の見直しがあった加算 
については、届出が必要です。 
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４月から新しく加算を算定する場合は、 

４月１日まで（当日消印有効） 

サービス種別 加算項目等 注意事項 

訪問看護 看護体制強化加算 要件等変更 「なし」「加算Ⅰ」「加算Ⅱ」 「加算Ⅰ」：新 「加算Ⅱ」：要件見直し 

訪問リハビリテーション 

施設等の区分 新区分あり 「病院又は診療所」「介護老人保健施設」「介護医療院」   

リハビリテーションマネジメント加算 要件等変更 「なし」「加算Ⅰ」「加算Ⅱ」「加算Ⅲ」「加算Ⅳ」 「加算Ⅲ」「加算Ⅳ」：新 「加算Ⅰ」「加算Ⅱ」：要件見直し 

介護予防 
訪問リハビリテーション 

施設等の区分 新区分あり 「病院又は診療所」「介護老人保健施設」「介護医療院」   

リハビリテーションマネジメント加算 新設 「なし」「あり」   

事業所評価加算〔申出〕の有無 新設 「なし」「あり」   

※ 加算項目等で赤字（太字）に該当する場合は、届出が必要です。 
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４月から新しく加算を算定する場合は、 

４月１日まで（当日消印有効） 
茨木市ホームページ 福祉指導監査課のページ 
【指定居宅サービス事業者向けページ】または 

【地域密着型サービス事業者向けページ】 
平成30年度「介護給付費算定に係る体制等」に関する届出について 

のページに 
 「届出が必要なサービス種別及び加算項目等一覧」 

を掲載しています。 
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大阪府指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居
宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を

定める条例 
↓ 

平成30年4月1日からは、 

茨木市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に
関する基準等を定める条例 

指定居宅介護支援の基準を定める条
例が都道府県から市町村に移ります。 
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運営規程の例（一部抜粋） 
（指定居宅介護支援の提供方法及び内容） 
第６条 「大阪府指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅 
 介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例」 
 （平成２６年大阪府条例第１３６号）第１７条に定める取扱方針・・・ 
                   ↓ 
第６条 「茨木市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関 
 する基準等を定める条例」（平成３０年茨木市条例第９号）第１６ 
 条に定める取扱方針・・・ 

 

指定居宅介護支援の基準を定める条
例が都道府県から市町村に移ります。 



43 

平成30年４月１日から本市の機構改革により 

「介護保険課」が「長寿介護課」に名称が変わります。 

 
重要事項説明書の苦情申立窓口等、各事業所で使用 

している書類に「介護保険課」の名称を記載している場合は、 
「長寿介護課」への修正をお願いします。 

茨木市機構改革に伴う 
課の名称変更等について 
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平成30年３月22日から 
福祉指導監査課の事務室が移転しました 

 
南館３階 
↓ 

南館６階 

茨木市機構改革に伴う 
課の名称変更等について 


